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交通事故問題でお悩みの方へ

弁護士法人デイライト法律事務所
人身傷害部一同
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このハンドブックをお手に取っていただいてありがとうございます。
交通事故は、まさに突然のできごとです。今このハンドブックをお読みの皆様は、ご自身や大切な家族、友人が交通事故にあって大変な思いをされているのではないでしょうか。
交通事故にあわれた方は、けがの治療をするために病院に通いながら、お仕事や家事をこなし、日常生活を送る必要があります。
そのような大変な生活をする中で、被害者の方は保険会社からの連絡を受け、やり取りをしなければなりません。

しかし、被害者の方は、交通事故の経験は皆無である一方、保険会社は日々交通事故の示談交渉を行っており、もっている経験値も大きく異なります。
したがって、交通事故の被害者の方には「被害者の代理人」つまり、弁護士が必要不可欠なのです。
私たちデイライト法律事務所では、「事故で苦しむ人を救う」というチームミッションのもと、交通事故の被害者の皆様を全力でサポートしております。
このハンドブックが被害者の皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
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交通事故から解決までの流れ

治療を行っても完治せずに症状が残ってしまった場合に行う手続きです。
むちうちで後遺障害が認定されることもあります。

示談交渉＝最終的にいくら補償してもらえるのか、保険会社と交渉
裁判＝示談交渉で納得できなければ、裁判所に訴訟を起こす

賠償金の計算方法には３種類の基準があります。
   

「症状固定」とは、これ以上治療を行っても改善が見られない状態のことで、
保険会社が一方的に決めるのではなく、主治医の判断が尊重されます。

いつが症状固定なのかを巡って、
保険会社とトラブルになることも

事故の発生1

症状固定3

後遺障害申請4

示談交渉、裁判5

治療2

そろそろ
症状固定ですね

もう症状固定です！
今後は治療を続けても
治療費は支払えませんよ

治療に当たってのポイント

医師 保険会社
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事故にあったらしなければならないこと

警察に連絡
相手方の情報確認
保険会社への連絡
できるだけ早く病院に行く

1
2
3
4

むやみに転院を繰り返さない
自分の症状をしっかり医師に伝える
定期的に通院を行う

1
2
3

保険会社からの連絡（定期的な状況確認）への対応
治療の打ち切りへの対応（むちうちの場合に多い）
仕事を休んだ場合には、休業損害を請求する

1
2
3

注意！
事故にあってからすぐに病院に
行っていないと治療費を払って
もらえないかもしれません。

この段階で必要になること

医師に後遺障害診断書を作成してもらう
自賠責保険への手続の申請

1
2

この段階で必要になること

自賠責保険の基準
任意保険の基準
裁判基準

1
2
3

保険会社はこのうち
②任意保険の基準
あるいは、最も低水準の
①自賠責保険の基準
で提示してきます



交通事故は人生に一度起こるかどうかの大きな出来事。
保険会社の言葉を鵜呑みにせず、しっかりと判断しましょう。

？弁護士を利用するとどう変わる
交通事故は弁護士に依頼することで大きく変わります

後遺障害に認定されて190万円増額
認定前：賠償金160万円
認定後：賠償金350万円に！

後遺障害非該当から弁護士による異議申立
てにより14級が認められました。

相談料
0円

着手金
0円

完全報酬
後払い

お気軽にご相談ください

交通事故に強いデイライト法律事務所なら

経験豊富な交通事故専門チームが対応

裁判基準 高

低

任意保険の基準
自賠責保険の基準

賠償金の基準

65

仕事や家事をしながらの通院だけでも大変なのに、保険会社とのや
りとりまでする精神的な余裕、時間がない！

弁護士が代わりにやり取りをすることで治療に専念することができます。

被害者請求をしたいが、必要書類がたくさん‥    はじめてのことなのにど
うしていいかわからない！苦労して、申請したのに認定されなかった‥    

後遺障害の認定の有無、認定の等級しだいで賠償金額は大きく異
なってきます。弁護士に依頼することで、煩雑な申請手続きから解放
されるだけではなく、さらに、医師面談や診断書のチェックなど、あな
たが後遺障害を適切に認定してもらえるよう強力にサポートします。

賠償金の基準には、３つの基準があります。被害者の方が交渉する場合
には、自賠責保険の基準、あるいは任意保険の基準を前提として交渉す
ることになりますが、弁護士が交渉する場合には、最も高い基準である
裁判基準で交渉するため、賠償金が増額できる可能性があります。保険会社とのやりとりが大変！悩み

1

後遺障害が残ったけど、
どうやって申請したらいいかわからない！

悩み
２

弁護士があなたの代理人となるので、
保険会社とのやり取りが不要です

弁護士に
依頼すると

弁護士に
依頼すると 弁護士が強力にサポートします！

悩み
3

弁護士に
依頼すると

保険会社から賠償金の提示が。
この金額で示談していいかわからない・・・

弁護士に依頼することで
賠償金が増額する可能性が高いです

解決事例
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これからどのように進んでいくかをしっかり把握できる

保険会社とのやり取りに対するアドバイスを受けられる

弁護士に相談するならいつがいいの？

A 弁護士に相談するタイミングは
早いほうがいいです。

Q

弁護士に相談するタイミング

トラブルになってからでは手遅れのこともあり
ます。被害者の方の不安や悩みは、交通事故
にあった直後からすでに生じているはずです。
示談交渉の前ではなく、事故直後の治療の段
階で、弁護士に相談することで、今後の見通し
をたてることができます。

保険会社とのやり取りは事故にあってからすぐにスタートします。やり取りに対する
不安や不満は早めに解消しておくべきです。

実際に、デイライト法律事務所にご依頼いただいた方の                    ほどの方が
示談交渉の段階ではなく、治療の段階で弁護士にご相談されております。

事故 治療中 症状固定 示談交渉
裁判

65%65%

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を
弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うと
いう保険です。この保険を利用すると、自己負担なく交通事故に対する対応を
弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約を利用する際のチェックポイント

事故にあった自動車の保険に弁護士費用特約が
付いていますか？
事故にあった自動車に乗っていた同乗者の方も使用できることが
ほとんどです。

家族が使用している自動車の保険に弁護士費用特約が
付いていますか？
事故にあった自動車に特約がついていなくても家族が特約を付け
ていれば、使用できることもあります。

歩行者や自転車で事故にあった場合、
相手は自動車でしたか？
被害者が歩行者や自転車の場合でも、事故の相手が自動車の場合、
被害者の方が加入している特約が使用できることもあります。

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士への相談、
依頼した費用を保険会社が支払ってくれます。

あなたも利用できる？
 弁護士費用特約を利用しよう
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交通事故を専門に取り扱う弁護士が対応

事故直後からのトータルサポート

後遺障害の被害者請求を
強力にサポート

保険会社とのやりとりを
すべて弁護士が対応

福岡県内の2か所のオフィス（博多、小倉）で年間300件を超える（2020年12月1日～
2021年11月30日）交通事故の相談をお受けしております。

交通事故にあって、被害者の方が悩むの
が、保険会社とのやりとりです。弁護士に
依頼すると、弁護士が代わりにやりとりを
することで治療に専念することができる
ようになります。

当事務所では、事故発生からできる限り早い段階
でご依頼頂き、治療中から示談交渉、裁判のサポ
ートまで、フルサポートを行っています。

事故により、後遺障害が残ってしまった場合、その認
定の有無、等級次第で賠償金額は大きく異なってきま
す。診断書や検査画像などをチェックし、適切な補償
が受けられるようサポートします。

デイライト法律事務所が選ばれる理由

交通事故の慰謝料請求に強い
デイライト法律事務所では、依頼後に慰謝料
が増額した事例が多数あります。被害者の方
が適切な慰謝料を受け取ることができるよ
う、専門の弁護士が全力で保険会社と示談
交渉を行います。

被害者の方の気持ちに寄り添う
賠償金額という結果を提供するだけではなく、被害者の方の不安も解消することも大切
にしております。事故にあい、様々な不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。弁
護士にお気軽にご相談ください。

ご依頼いただいた方の          
以上から「満足」の声をいただきました。
2020年12月～2021年11月を全事件対象に集計

96.3％
お客様満足度 %96.3 !

大変良い
75.1％

良い
21.2％

その他 3.7％

9 1010
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むちうちで14級9号の認定、弁護士の交渉で
160万円増額した事例

追突事故にあい、すぐに病院に搬送され、頚椎捻挫（むちうち）と診断さ
れました。その後、1年近く治療を継続したにもかかわらず、首の痛みや頭
痛、左腕の脱力感などの症状が残ってしまいました。

首（頚椎捻挫）けが

14級9号（頚部痛）等級

解決額

主な損害項目 弁護士に依頼する前 弁護士によるサポート結果

傷害慰謝料

休業損害

後遺障害慰謝料

後遺障害逸失利益 25万円

50万円

210万円

110万円
（裁判所の基準）

82万円
（賃金センサス 、 5 ％ 、 5年）

370万円結果

95万円 108万円

40万円 70万円

増額

ケース
１

ᷥ݀ن
Жݨע๏

弁護士が介入することで
賠償金が増額する可能性
があります！

弁護士に
依頼後

万円370

損害項目 裁判基準 弁護士によるサポート結果

傷害慰謝料

後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料

休業損害

215万円 215万円

45万円 45万円

110万円

165万円
（年収 × 5% × 5年）

ケース
3

異議申し立てで後遺障害等級が変更、
1000万円以上の賠償を得た事例
Tさんは、ご主人の運転する自動車の助手席に乗っていました。
ご主人が青信号に従って、交差点を直進していたところ、反対車線から
同じく青信号で右折してきた自動車と衝突する交通事故にあいました。

解決額 約                 万円

1300万円(自賠責保険含む）

当事務所のホームページに
今までに解決した事例を
多数（100件以上）掲載して
おります。
ぜひご覧ください。

等級  

けが 首（頚椎骨折）、胸（胸椎骨折）、臀部（尾骨骨折）

弁護士に
依頼後

併合11級（頸椎から胸椎にかけての脊柱の変形障害）

!""#$%&&'''()*+,-.!"/,*'(0#&*11-)23"&$4,5"-43&
12

1300

455万円

15% 15%過失相殺

結果

875万円
（年収 × 14% × 67歳まで ＋ 賃金センサス × 14%
 × 68歳から平均余命の2分の1までの期間）

400万円（11級、裁判基準95%）

（自賠責保険含む）
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法律相談のご予約1

ご依頼3

解決 4お電話もしくはWEBからご予約を３６５日２４時間受け付けております。

解決方法を模索し、実行していきます。

解決までの流れ

ご予約専用フリーダイヤル

W E B
LINEで簡単！交通事故賠償金計算サービス

デイライト法律事務所　交通事故

https://www.daylight-law.jp/accident/contact/

遠方やご来所が難しい方には、オンライン相談（LINEやZoom等）も
承っております。ご希望の方はその旨をオペレーターにお伝え下さい。
 

ご相談2
交通事故を専門に扱う弁護士がお話を伺います。

法律相談の対応時間 ： 平日10時～21時（土日応相談）

お客様が請求できる賠償額の算定、保険会社からの
提示額の妥当性などについて弁護士がアドバイス致
します。

※算定には1週間ほどお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方は、
弁護士による無料相談をご予約ください。
（365 日 24 時間電話受付・LINEでもお申し込みいただけます）
※弊所では交通事故被害者の方の算定のみ承っております。

0120-783-645
ஞங சୠ

弁護士があなたの賠償金が適正であるか診断します

受任した際は、後遺障害認定のサポート、示
談交渉や訴訟提起など、今後の適切な対処
方法を明確にし、問題の解決に向けて全力
でサポートさせていただきます。


